
　
ら
午
後
５
時
ま
で

　
　
市
役
所
子
育
て
支
援
課
子
ど
も
家
庭

　
　
総
合
支
援
班﹇内

線
１
８
２
〜
１
８
３]

　
【
そ
の
他
相
談
窓
口
】

「
児
童
相
談
所
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」

☎
０
１
２
０ｰ

１
８
９ｰ

７
８
３

   (

い
ち
は
や
く
・
お
な
や
み
を
）

　
子
育
て
に
関
す
る
相
談
が
で
き
る
全
国

　
共
通
番
号
で
す
。

「
児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル
」

☎
１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）

　
虐
待
の
通
告
・
相
談
が
で
き
る
全
国
共

　
通
番
号
で
す
。

＊
24
時
間
３
６
５
日
対
応
。
通
話
料
無
料
。

　
お
近
く
の
児
童
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま

　
す
。

　
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
た
め
、
市
内
に
住
ん
で
い
る
０
歳
か

ら
18
歳
ま
で
の
子
ど
も
や
そ
の
ご
家
庭
、

妊
産
婦
を
対
象
に
関
係
機
関
と
連
携
を
図

り
な
が
ら
家
庭
の
実
情
に
応
じ
て
支
援
を

行
う
「
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
班
」
を
、

子
育
て
支
援
課
内
に
設
置
し
ま
し
た
。

こ
ん
な
と
き
、
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
○
誰
か
に
話
を
聞
い
て
ほ
し
い

　
○
ど
こ
に
聞
い
た
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら

　
な
い

　
○
育
児
で
心
配
な
こ
と
が
あ
る

　
○
家
族
の
世
話
な
ど
で
自
分
の
時
間
が

　
持
て
な
い

　
○
ひ
と
り
親
で
の
困
り
ご
と

　
○
子
ど
も
と
い
る
と
き
が
つ
ら
い
と
き

　
○
虐
待
か
も
し
れ
な
い
・
・
・
と
思
う

　
と
き

　
○
子
ど
も
や
家
庭
の
こ
と
で
相
談
し
た

　
い
が
、
ど
こ
に
相
談
し
た
ら
よ
い
の
か

　
わ
か
ら
な
い

相
談
方
法
は

　
ま
ず
は
電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
来
庁
い
た
だ
い
て
の
面
接
や
、
家
庭
訪

問
に
よ
る
相
談
支
援
も
行
い
ま
す
。

●
場
所
／
市
役
所
１
階
子
育
て
支
援
課
内

●
時
間
／
毎
週
月
曜
日
〜
金
曜
日（
祝
日・

　
年
末
年
始
を
除
く
）
午
前
８
時
30
分
か

（1）所得制限限度額
扶養親族
等の数

所得額
（万円）

収入額の
目安（万円）

所得額
（万円）

収入額の
目安（万円）

0人
1人
2人
3人
4人
5人

622
660
698
736
774
812

858
896
934
972
1010
1048

833.3
875.6
917.8
960
1002
1040

1071
1124
1162
1200
1238
1276

（2）所得上限限度額

問

子
育
て
に
関
す
る
お
悩
み
・
困
り
ご
と
を
一
緒
に
考
え
ま
す
！

子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
班
を
設
置
し
ま
し
た
　
中
学
校
修
了
前
ま
で
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方
に
支
給
し
て
い
る
児
童
手
当
に

つ
い
て
、
令
和
４
年
６
月
か
ら
制
度
が
一

部
変
更
に
な
り
ま
す
。

【
お
も
な
変
更
点
】

１
現
況
届
の
省
略
に
つ
い
て

　
北
斗
市
で
は
、
令
和
４
年
度
か
ら
毎
年

６
月
１
日
現
在
の
受
給
者
の
状
況
を
公
簿

等
で
確
認
す
る
た
め
、
児
童
の
養
育
状
況

が
変
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
現
況
届
の
提

出
は
原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
公
簿
等
で
確
認
で
き
な
い
方
、

現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方
に
は
例
年
通

り
現
況
届
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
６
月
末

ま
で
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

２
所
得
上
限
限
度
額
の
新
設
に
つ
い
て

　

令
和
４

年
６
月
分

（
10
月
支
給

分
）か
ら
、

支
給
額
５

千
円
の
児

童
手
当
な

ど
が
支
給

さ
れ
な
い
所

得
上
限
限

度
額
が
新

設
さ
れ
ま
す
。

　
世
帯
状
況
な
ど
、
変
更
事
項
が
あ
っ
た

方
は
届
出
が
必
要
で
す
。

【
変
更
届
が
必
要
な
場
合
】

⑴
受
給
者
や
配
偶
者
、
児
童
の
住
所
・

氏
名
が
変
わ
っ
た
と
き
（
北
斗
市
外
に

住
民
票
が
あ
る
場
合
も
含
む
）

⑵
婚
姻
等
に
よ
り
、
一
緒
に
児
童
を
養
育

す
る
配
偶
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き

⑶
離
婚
等
に
よ
り
、
一
緒
に
児
童
を
養

育
す
る
配
偶
者
が
い
な
く
な
っ
た
と
き

⑷
児
童
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
こ
と
等

に
よ
り
、
対
象
児
童
が
い
な
く
な
っ
た

と
き

⑸
厚
生
年
金
か
ら
国
民
年
金
な
ど
へ
、
受

給
者
の
加
入
す
る
年
金
が
変
わ
っ
た
と
き

　
　
転
職
し
て
も
年
金
の
種
類
が
変
わ

ら
な
い
、
３
歳
以
上
の
対
象
児
童
の
み

養
育
し
て
い
る
方
は
届
出
不
要
で
す
。

⑹
受
給
者
が
公
務
員
に
な
っ
た
と
き
、

ま
た
は
公
務
員
で
な
く
な
っ
た
と
き

⑺
国
内
で
児
童
を
養
育
し
て
い
る
者
と

し
て
、海
外
に
住
ん
で
い
る
父
母
か
ら「
父

母
指
定
者
」
の
指
定
を
受
け
る
と
き

＊
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
で
の
申
請
と
な

　
り
ま
す
。
勤
務
先
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

＊
ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
市

　
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ

　
く
か
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
　
市
役
所
子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
係

 ﹇
内
線
１
６
５]

令
和
４
年
６
月
か
ら
児
童
手
当
制
度
が
一
部
変
更
に
な
り
ま
す
。

問 注
意
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